
【機密性２】

１ 道路施設の老朽化の現状

２ 「山梨県道路メンテナンス会議」

３ 道路橋の点検

４ その他施設の点検

５ 山梨県道路メンテナンス会議の活動

６ 今後の活動予定

道路の老朽化対策に関するこれまでの動きについて 資料①
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【機密性２】１ 道路施設の老朽化の現状

（１） 関東地方整備局管理の橋梁の老朽化の現状

関東地方整備局が管理する道路橋2,780箇所（溝橋を除く）のうち、全体の34％にあたる約940箇所が一般に高度経済成長期と言わ
れる1955年から1973年にかけて建設されています。今後これらの橋梁の高齢化が一層進展していくことから、多額の修繕・架替え費
用が集中的に必要となることが懸念されます。
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建設年度別の橋梁箇所数の分布〔橋梁箇所数〕

建設後50年以上の橋梁箇所数の推移

【現在】
(2013年度)

【10年後】
(2023年度)

【20年後】
(2033年度)

建設後50年以上の橋梁
建設後50年未満の橋梁

橋長15m以上

橋長15m未満

橋梁箇所数
累積

建設後の経過年数内訳

※橋長2ｍ以上対象
(平成25年4月1日現在)
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【機密性２】

（２） 山梨県内橋梁の老朽化の現状
山梨県内にある道路橋の約60％は、1950年代後半から始まった、いわゆる「高度経済成長期」から1980年
代前半にかけて建設され、H27.2時点で建設後50年を経過した橋梁は、1,011橋（19%）にのぼっています。
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建設年度別の橋梁箇所数の分布 【累積】【橋梁箇所数】

1,011
箇所
19%

4,433
箇所
81%

【現在】
（２０１５年度）

2,431
箇所
45%

3,013
箇所
55%

【１０年後】
（２０２５年度）

3,869
箇所
71%

1,575
箇所
29%

【２０年後】
（２０３５年度）

建設後50年以上の橋梁
建設後50年未満の橋梁

10年未満

190箇所

3%

10～19年

645箇所

12%

20～29年

740箇所

14%

30～39年

1,438箇所

26%

40～49年

1,420箇所

26%

50年以上

1,011箇所

19%

建設後の経過年数内訳
※橋長2ｍ以上対象
（平成27年2月1日現在）

全橋梁
5,444箇所

１９８２年 中央
道全線開通

１ 道路施設の老朽化の現状
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【機密性２】

（３） 山梨県内トンネルの老朽化の現状
山梨県内にあるトンネルは、1950年代後半から1970年代の「高度経済成長期」と1990年代から2000年代に
かけて、その多くが建設されています。現在、建設後50年を経過しているトンネルは、約19％ですが、今後、
これらのトンネルが高齢化が一層進行していきます。
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１９６７年
新御坂トンネル開通

１９８２年 中央道全線開通

１９９８年 雁坂道路開通

39箇
所

19%

165
箇所
81%

【現在】
（２０１５年度）

86箇
所

42%
118箇
所

58%

【１０年後】
（２０２５年度）

108
箇所
53%

96箇
所

47%

【２０年後】
（２０３５年度）

建設後50年以上のトンネル
建設後50年未満のトンネル

不明

0%

10年未満

16箇所

8%

10～19年

45箇所

22%

20～29年

35箇所

17%
30～39年

22箇所

11%

40～49年

47箇所

23%

50年以上

39箇所

19%

全トンネル
２０４本

建設後の経過年数内訳
（平成27年2月1日現在）

１ 道路施設の老朽化の現状
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【機密性２】２ 「山梨県道路メンテナンス会議」

道路法

政 令

省令・告示

H25. 9. 2施行

定期点検要領

H26. 3.31告示
H26. 7. 1施行

H26.6.25策定

・維持、点検、措置を講じることを規定

・トンネル、橋その他道路を構成する施設もし
くは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、
腐食その他の劣化その他の異常が生じた場
合に道路の構造又は交通に大きな支障を及
ぼすおそれがあるものについて定期点検を
実施
・５年に１回、近接目視を基本として実施
・健全性の診断結果を４段階に区分

(トンネル、橋などの
構造物）

構造物に共通の
規定

・構造物の特性に応じ省令・告示に沿った具
体的な点検方法
・主な変状の着目箇所、判定事例写真等

(トンネル、橋などの
構造物）

各構造物ごとに
策定

5



【機密性２】２ 「山梨県道路メンテナンス会議」

（会議設置と活動の背景 「道路メンテナンス年報」より）

高速自

動車国

道

396橋

約5%

直轄国

道312橋

約4%

補助国

道・都道

府県道

1,784橋

約21%
市町村

道

5,757橋

約70%

（道路管理者別、道路種別別：全国）

（道路種別別：山梨県）
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【機密性２】２ 「山梨県道路メンテナンス会議」

（会議設置と活動の背景 「道路メンテナンス年報」より）

7



【機密性２】２ 「山梨県道路メンテナンス会議」

（会議設置と活動の背景 「道路メンテナンス年報」より）
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【機密性２】

【会議開催経緯】

○ H26. 5.28 平成26年度 第１回メンテナンス会議

（設立、規約、趣旨 等）

○ H26.10. １ 平成26年度 第２回メンテナンス会議

（講習会、地域一括発注、パネル展等、当面の

取り組み）

○ H26.12.24 平成26年度 第３回メンテナンス会議

（点検計画の策定、跨道橋連絡会議の設置）

○ H27. 3.23 第１回跨道橋連絡会議（法定外施設
の点検） （設立、規約、点検の依頼）

○ H27. 6. 3 平成27年度 第１回メンテナンス会議

（H27年度の取り組み）
○ H27. 8.31 平成27年度 第２回メンテナンス会議

（H26年度点検状況、H27年度点検見通し）
○ H27.12.18平成27年度 第３回メンテナンス会議

（H27年度活動状況、メンテナンス年報）
○ H28. 3.23 第２回跨道橋連絡会議

（点検状況の確認）

２ 「山梨県道路メンテナンス会議」

【活動の経緯】

○ H26. 6～10 道の駅、大月市でパネル展示
○ H26. 9.10 「定期点検要領」説明会

（28機関、54名参加）
○ H26.10.24 「現地見学会」開催

（メディアを通じた広報、都留市長、12機関19
名、高校生40名参加）

○ H26.12. 5 現地点検講習会
（16機関、26名参加）

○ H27. 2.16 社会資本メンテナンス講演会
（約100名参加）

○ H27. 8～H28.3 道の駅、甲府市でパネル展示
○ H27.10.28 平成27年度 第１回現地点検講習会

（12機関、36名参加）
○ H27.11.24平成27年度 第２回現地点検講習会

（14機関、68名参加）
○ H28. 2. 2 健全度判定に関する検討会

（コンサル、市町村職員等、約60名参加）
○ H28. 2.29 老朽化対策に関する講習会

（約200名参加）
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【機密性２】３ 道路橋の点検

（１） 点検計画

14%

8%

10%

38%

17%

22%

11%

24%

23%

8%

23%

22%

29%

29%

23%

道路附属物等

トンネル

橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

○山梨県内の全道路管理者は平成26年12月時点で、橋梁、トンネル、道路附属物等について、 平成
30年度までに全ての施設の点検を実施する点検計画※を策定しました。

○ また、第三者被害の予防並びに路線重要性の観点から緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、跨線橋、緊急
輸送道路を構成する橋梁については、最優先で点検を進めることとし ています。

11%

20%

21%

23%

15%

5%

22%

26%

32%

28%

20%

5%

16%

20%

37%

緊急輸送道路を

構成する橋梁

跨線橋

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

※国土交通省では、従前より橋梁等について、５年に１回の点検を実施してきているところです。また、高速道路 会社では、笹子ト
ンネル天井板落下事故以降、各種の構造物を点検したうえで更新・修繕計画を策定し、事業に 着手しており、引き続き定期的な点
検を実施していきます。

10% 22% 23% 22% 23%橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

○ ５年間の点検計画（全道路管理者合計）

○跨道橋・跨線橋の５年間の点検計画（全道路管理者合計）

（参考）
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【機密性２】

（２） 点検実施状況

○ 全国の点検実施状況（「道路メンテナンス年報」より）

○ 山梨県の点検実施状況

３ 道路橋の点検
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【機密性２】

（３－１） 点検結果
○ 全国の点検結果（「道路メンテナンス年報」より）

○ 山梨県の点検結果

３ 道路橋の点検

区分 状態
Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能

性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態
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【機密性２】

○ 架設年次別の点検結果（全国）

○架設年次別の点検結果（山梨県）

３ 道路橋の点検

（３－２） 点検結果
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【機密性２】

（３－３） 点検結果

○Ⅲ判定損傷の内訳

３ 道路橋の点検

・Ⅲ判定とした主要部材ごとの橋梁数を以下の表に示す。
・１橋梁で複数Ⅲ判定とした橋梁もある。
・主要部材別では、「下部工」、「支承部」、「床版」、「主桁」の損傷をⅢ
判定した橋梁が多い。
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【機密性２】

（４） 跨道橋・跨線橋の点検結果

○ 全国の跨道橋・跨線橋点検実施状況（「道路メンテナンス年報」より）

３ 道路橋の点検

○ 山梨県の跨道橋・跨線橋点検実施状況
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【機密性２】

（損傷事例 １）

○ Ⅲ判定橋梁は、次回点検までに措置することが望ま
しい。

（支承の腐食 Ⅲ判定）

（支承ボルトの変形 Ⅲ判定）

３ 道路橋の点検

16



【機密性２】

（損傷事例 ２）

（橋脚の欠損 Ⅲ判定）

（橋脚の洗掘 Ⅲ判定）

３ 道路橋の点検
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【機密性２】４ その他施設の点検

（１） 点検計画

○ トンネル・道路附属物点検計画
・全国の点検計画（「道路メンテナンス年報」より）

・山梨県の点検計画
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【機密性２】

（２－１） 点検実施状況

○ 全国のトンネル点検実施状況（「道路メンテナンス年報」より）

○ 山梨県のトンネル点検実施状況

４ その他施設の点検
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【機密性２】

○ 全国の道路附属物点検実施状況（「道路メンテナンス年報」より）

○ 山梨県の道路附属物点検実施状況

（２－２） 点検実施状況

４ その他施設の点検
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【機密性２】

（３－１） 点検結果

○ 全国のトンネル点検結果（「道路メンテナンス年報」より）

○ 山梨県のトンネル点検結果

４ その他施設の点検
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【機密性２】

（３－２） 点検結果

○ トンネルⅣ判定（平成26年度点検）

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 今後の予定

甲府河川
国道 観音トンネル 国道20号 1958 早期に落下の恐れのある覆工コンクリートのうき、剥離

剥離防止対策実施済み
（H27.2)
日常管理、点検の継続

甲府河川
国道 都留トンネル 国道139号 1987

早期に落下の恐れのある覆工コンクリートのうき、剥離
剥離防止対策実施済み
（H27.3)
日常管理、点検の継続

甲府河川
国道 万沢トンネル 国道52号 1971

早期に落下の恐れのある覆工コンクリートのうき、剥離
剥離防止対策実施済み
（H26.11)
日常管理、点検の継続

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態

トンネル点検でⅣと判定されたトンネル３本につい
ては、対策実施済み。

４ その他施設の点検
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【機密性２】

（３－３） 点検結果

○ 全国の道路附属物点検結果（「道路メンテナンス年報」より）

○ 山梨県の道路附属物点検結果

４ その他施設の点検
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【機密性２】

（損傷事例）

（横断歩道橋支承本体の腐食 Ⅲ判定）

（横断歩道橋上下部接合部の腐食 Ⅲ判定）

４ その他施設の点検
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【機密性２】

（１） 「地域一括発注」の取り組み
○市町村の人不足・技術力不足を補うために、市町村が実施していた点検・診断の事務を（公
社）山梨県建設技術センターが市町村から受託して点検業務発注する地域一括発注を実施

＜地域一括発注による平成26年度の点検実施と平成27年度の点検計画＞

○Ｈ２６年度 ： 甲府市２４橋、丹波山村３橋、計２７橋の点検を実施
○Ｈ２７年度 ： １１市町村の約５８９橋を地域一括発注で点検実施

○Ｈ２８年度の地域一括発注は、下記予定で進めている。

５ 山梨県道路メンテナンス会議の活動
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【機密性２】

（２） 「橋梁点検講習会」の開催

①第１回橋梁点検講習会
日 時 ： 平成２７年１０月２８日（水）
場 所 ： （講義） 山梨県中北建設事務所

（現地） 千松橋 （主要地方道甲府韮崎線）
参 加 者 ： 山梨県（１１名）、１０市町村（２２名）、建設技術

センター（３名）
計 １２機関３６名

※）H27.10.28「YBSワイドニュース」、「UTYニュースの星」、「NHKまるごと山梨」で放映
H27.10.29山梨日日新聞に記事掲載

②第２回橋梁点検講習会
日 時 ： 平成２７年１１月２４日（火）
場 所 ： （講義） 市川大門町民会館

（現地） 清洲橋（国道１４０号）
参 加 者 ： 山梨県（４０名）、１１市町村（１７名）、建設技術

センター（２名）、峡南高校（９名）
計 １４機関６８名

※）H27.11.24「NHKニュース（山梨）」、「NHKまるごと山梨」、「UTYニュースの星」、
「YBSワイドニュース」で放映、H27.12.1山梨日日新聞に記事掲載

（山梨日日新聞（平成27年10月29日））

（山梨日日新聞（平成27年12月1日））

５ 山梨県道路メンテナンス会議の活動
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【機密性２】

（３） 「健全度診断に関する検討会」の開催
○ 橋梁点検において健全度診断の均質化を図る目的で、H28.2.2に開催。
○ 検討会では、H26年度の点検事例を用いて意見交換。
○ 道路管理者（県、市町村担当者）、点検受注者等、約60名が参加。

（県庁防災新館 オープンスクウェアー）

５ 山梨県道路メンテナンス会議の活動
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【機密性２】

（４） 広報活動
○ 平成27年度に実施済みのパネル展示は、以下のとおり。

・H27.  8.  4 ～ 8.11 甲府市役所ロビー
・H27.  9.25 ～ 10.12 道の駅「たばやま」 ・H27.10.13 ～ 10.29 道の駅「こすげ」
・H27.10.30 ～ 11.19   道の駅「みとみ」 ・H27.11.20 ～ 12.11 道の駅「どうし」

道の駅「みとみ」にて 道の駅「こすげ」にて

○ 平成27年度に実施中のパネル展示、以下のとおり。

・H27.12.11 ～ 年内 道の駅「富士川
・H28.  1月上旬 ～ 道の駅「甲斐大和」
・また、「とみざわ」、「しもべ」、「とよとみ」、「にらさき」、「花かげの郷まきおか」、
「はくしゅう」、「南きよさと」、「しらね」、「こぶちざわ」、「みのぶ富士川観光セ
ンター」の各道の駅でもパネル展示。

甲府市役所ロビーにて

５ 山梨県道路メンテナンス会議の活動
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【機密性２】

（５） 「跨道橋連絡会議」の設置

○ 設置の目的
県内の高速自動車道、一般国道、県道及び市町村道のうち、
「緊急輸送道路」に指定されている道路を跨ぐ道路法上の道
路以外の施設（例えば水路橋など、ただし、鉄道橋を除く）の管
理者間の調整などを行い、対象施設の老朽化対策を図ることを
目的に平成27年3月23日に「山梨県道路メンテナンス会議」の
下に設置。

○ 対象施設は３７橋、うち、１橋通行止め、２橋撤去予定、１橋市
道認定予定

○ 道路法上の橋梁と同様に５カ年内に近接目視点検の実施を予
定している。

５ 山梨県道路メンテナンス会議の活動
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【機密性２】６ 今後の活動予定

（１） メンテナンスサイクルの実施と留意事項

○ 着実な点検の実施

○ 跨線橋、跨道橋を最優先で点検

○ 点検、診断の均質化（診断のプロセス含む）

○ 点検・診断に続いて、措置、記録も本格化

（２） 老朽化の現状と対策に関する広報活動

30


